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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２１年６月１６日（火）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時４３分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 本保加津枝  委　　員 森西　正

委　　員 藤浦雅彦  委　　員 森内一蔵  委　　員 安藤　薫

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育総務部長　馬場　博 同部理事　市橋正己

同部参事兼教育研究所長　以登田　毅　総務課長　岩見賢一郎 同課参事　日垣智之

　　学務課長　大橋徹之 学校教育課長　前馬晋策

同課参事　平松直樹 同課参事　奥野宏一 人権教育室長　北橋ひとみ

生涯学習部長　大場房二郎 生涯学習スポーツ課長　小林寿弘　同課参事　上　清隆

青少年課長　川崎敏康 同課参事　門川好博 市民図書館長　高田繁夫

同館参事　石田一男

１．出席した議会事務局職員

同局局次長　藤井智哉 同局書記　杉本　徹

１．審査案件（審査順）

議案第36号　平成21年度摂津市一般会計補正予算(第2号)所管分
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（午前１０時１分　開会）

○柴田繁勝委員長　ただいまから文教常

任委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。森山

市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は、何かとお忙しい中、文教常任

委員会をお持ちいただきまして、大変ご

苦労さまでございます。

　本日は、平成２１年度の摂津市の一般

会計補正予算（第２号）について、ご審

査をいただくことになりますが、何とぞ

慎重審査の上、ご承認賜りますよう、よ

ろしくお願いしたいと思います。

　一たん退席をさせていただきます。よ

ろしくお願いします。

○柴田繁勝委員長　あいさつが終わりま

した。本日の委員会記録署名委員は、安

藤委員を指名します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　議案第３６号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　馬場教育総務部長。

○馬場教育総務部長　議案第３６号、平

成２１年度摂津市一般会計補正予算（第

２号）うち、教育委員会所管について、

一括してご説明申し上げます。

　今回の補正は、予算書の３ページ、第

１表、歳入歳出予算補正、歳出、款９に

記載のとおり教育費の補正前の額３２億

７，３３４万２，０００円に２，６２４

万円を増額し、補正後の予算額を３２億

９，９５８万２，０００円といたすもの

でございます。

　それでは、歳入歳出補正予算事項別明

細書により主なものについて補足説明さ

せていただきます。

　まず、歳入でございますが、１０ペー

ジ、款１５府支出金、項２府補助金、目

８教育費府補助金は、市町村支援プロジェ

クト事業補助金１，１２５万円で、大阪

府の事業採択に伴いまして補正するもの

でございます。

　次に、歳出でございますが、２０ペー

ジ、款９教育費、項１教育総務費、目２

事務局費の増額は、新型インフルエンザ

予防対策として備蓄いたしますマスクや

噴霧式消毒アルコールなどの消耗品、あ

るいは２３ページ、備品購入費で、各学

校の保健室に設置する加湿機能付空気清

浄機の購入のための備品購入費などとなっ

ております。

　また、同ページの機械器具費につきま

しては、環境に配慮した公用車の買いか

えとして、小型自動車２台、軽自動車１

台分の購入経費となっております。

　続きまして、目４教育指導費では、歳

入でご説明させていただきました大阪府

市町村支援プロジェクト事業補助金を受

け、摂津市学力向上プラン推進事業に関

する経費として、学力向上に積極的に取

り組むことを目的とし、基礎、基本、活

用力の育成、事業改善、生徒指導、学習

環境の整備をする経費として報償金、消

耗品、教材器具費を計上いたしておりま

す。

なお、機械器具費につきましては、先ほ

どと同様公用車の買いかえとして小型自

動車の購入経費となっております。

　以上、簡単ではございますが、平成２

１年度摂津市一般会計補正予算（第２号）

の教育委員会所管分の補足説明とさせて

いただきます。よろしくお願いいたしま

す。

○柴田繁勝委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　質疑のある方は挙手をお願いします。
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　安藤委員。

○安藤薫委員　おはようございます。

　それでは、最初に市町村支援プロジェ

クト事業の府からの補助金について、ご

説明いただきましたけれども、今少しお

話をお聞かせをいただけたらと思うんで

すけれども、大阪府の方の学力向上のた

めの取り組みメニュー、これを参考にし

て、各市町村の学校が、個々の課題に応

じた改善計画を策定して、特色ある取り

組みを実施すると、いただいた資料に書

いてありますが、中身について、もう少

し教えていただけたらと思います。よろ

しくお願いします。

　それから、歳出の方ですね、２０ペー

ジになりますが、車両の入れかえが事務

局費の方では小型が２台と軽自動車が１

台、それから、教育指導費の方でも１台、

合わせて４台ということかと思うんです

けれども、エコカーへの買いかえで減税

とか、いろいろな措置があるというふう

にも聞いております。

　さきの本会議でも市全体で買いかえを

前倒しでやられてというようなお話も、

ご説明もいただいていたわけですけれど

も、改めて、この４台について、買いか

えの時期としてどうなのかと、使用年度、

使用頻度、それから、エコでの買いかえ

によって、どれぐらいの経費が浮くとい

うことで買いかえを、前倒しをされる。

もしくは買いかえに踏み切るということ

になったのか、ちょっと事情を教えてい

ただけたらと思います。

　それから、もう１点、秋以降、５月の

インフルエンザの全国的な感染の広がり

で、幸いにもと言っていいんでしょうか、

摂津市民からの感染者は出なかったと。

　摂津の子どもたちも、それからお年寄

りからも感染者が出なかったということ

は、結果としてよかったことかと思いま

す。

　ただ、先般の臨時議会でも議論があり

ましたように、秋以降、通常の季節型の

インフルエンザとあわせて第二派の新型

インフルエンザの感染ということで、非

常に危惧されている中で、今回、新型イ

ンフルエンザ対策の補正予算等が計上さ

れています。

　その点について、ちょっとお聞かせを

いただきたいと思うんですが、修学旅行

等の看護師派遣負担金、旅費負担金とい

うものがございますが、小学校、中学校

で泊まりがけでの課外授業等のときの看

護師さんの派遣ということだと思うんで

すが、この点、現状と、それから今回の

補正でどのようになっているのかですね、

それをお聞かせいただきたいというふう

に思います。

　以上、３点です。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　市町村支援プロジェ

クト事業を活用した、本市の摂津市学力

向上プラン推進事業について、ご説明申

し上げます。

　昨年度の全国学力・学習状況調査から

大阪の子どもたち、そしてまた、本市の

子どもたちの学力にかかわるさまざまな

課題が浮き彫りになりました。その中で

緊急対策的に、この市町村支援プロジェ

クト事業を大阪府の方で立ち上げられた

たわけでございます。

　今回、本市といたしましても、この事

業の補助金を活用しまして各学校が策定

しております学力向上プラン、この実現

へ向けて支援してまいりたいと考えてお

ります。学力向上に当たりましては、何

よりも授業改善が重要であると考えてお

ります。各学校の学力向上プランにつき

ましても、この授業改善へ向けて、さま

ざまな取り組みが記されております。
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　もちろん基礎学力の向上もそうなんで

すが、活用力をいかに育成するか、その

ためにさまざまな情報機器等も活用しな

がら授業改善に取り組んでいるところで

あります。

　また、この学力向上のための下支えと

しまして、生徒指導体制の充実、あるい

は学習環境の整備も必要でございます。

　今回、この事業を活用しまして、授業

改善のために基礎・基本の育成、そして、

活用力の育成、そして、生徒指導、学習

環境整備、すべて行いながら、最終的に

は授業改善を目指していくと、そのよう

なことでございます。

　詳しくは各学校の学力向上プランをご

らんください。その実現へ向けて今回、

この２年間の事業に取り組んでいくとい

うことでございます。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、２点目の車

両の買いかえにつきまして、私の方から

ご説明をさせていただきます。

　まず、４台の内訳でございますけれど

も、現在、所有しております車両が教育

総務課の方で、今回、買いかえる分、小

型乗用車１台、あと軽自動車でございま

すが、この分につきましては平成８年５

月に登録でございますので、１３年を越

えております。軽自動車につきましては、

平成１１年１１月登録でございますので

１０年ということになってございます。

　学務課の小型乗用車につきましても、

平成８年７月登録でございますので、１

３年の経過をしております。学校教育課

の乗用車につきましても、平成８年登録

でございますので、１３年の経過となっ

ております。

　そのうち総務課にかかわります車の買

いかえでございますけれども、一応、現

在、学校の緊急修理等で回っております

ワゴン車なんですけれども、この分につ

きましては、一応、軽自動車に、ワンボッ

クスタイプに買いかえるという予算を計

上させていただいております。

　予算といたしましては１２０万円を計

上させていただいておりますけれども、

最大で軽減が１２万５，０００円ござい

ます。また、この軽減が市全体で車の車

両を購入いたしますので、１０数台ある

と聞いておりますが、その中での入れ繰

りがあるということで聞いていますので、

最低でも５万円の軽減があるということ

でございます。

　それと現在、ワンボックスタイプの軽

自動車で青色パトロールカーを使用して

回っておる分でございますけれども、こ

の分につきましては、乗用車タイプのハ

イブリットカーを購入予定をしておりま

す。

　このハイブリットカーにつきましては

軽減策が２５万円、それにあと重量税が

５万６，７００円の軽減があるというこ

とで、これも本年度限りの軽減でござい

ます。合わせて３０万６，７００円の軽

減が見込めるところでございます。

　続きまして、学務及び学校教育の乗用

車でございますけれども、予算額といた

しまして、それぞれ１５５万円ずつ計上

させていただいておりますが、この分に

つきましても最大で２５万円の軽減があ

るというふうになっているところでござ

います。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　私の方から今後の新型

インフルエンザ対策にかかわります補正

予算について、ご答弁申し上げます。

　新型インフルエンザ対策の補正予算に

つきましては、事務局費として教育委員

会にかかわります部分を一括して上げさ

せていただいておりますが、このうちの
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修学旅行費等にかかわります看護師の報

償並びに負担金につきましては、当初予

算におきましても小学校費、中学校費、

それぞれにおいてですね、同額を計上さ

せていただいております。

　今回の補正の部分につきましては、プ

ラス１回分、それぞれの学校でプラス１

回分という考え方で計上させていただい

ておりますが、秋以降、この新型インフ

ルエンザが、どのような形で広がるかな

ど、その辺がちょっとはっきりしないと

ころはあるんですけれども、この今の状

態のまま推移して修学旅行等に行くとい

う判断をしたときに、やはり学校の養護

教諭がついていくというだけでなく、やっ

ぱり正規の看護師を帯同させることによっ

て、できるだけ万全の体制で、宿泊の学

習を実施したいという考え方に基づいて

計上させていただいているものでござい

ます。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　ありがとうございます。

　市町村支援プログラムについては、事

業改善を大きな目的として、それにかか

わる事業について備品の購入費まで含め

てですね、府の方からの補助金が出ると

いうふうに聞いております。

　各校それぞれ学校ごとに、それから、

それぞれの学年、年次ごとにいろいろ特

徴もあるかと思いますし、それに対応し

て現場の先生、学校、保護者の皆さんと

連携した取り組みをされていくというの

が非常に大事なのかなというふうに思っ

ているわけですが、府からの補助金とい

うことで、お話をお伺いしましたけれど

も、個々の課題に応じた改善計画という

ことでありました場合は、補助金がつい

たけれども、これは使い方としたら、例

えば、大阪府の補助金ですので、大阪府

の今の橋下知事、もしくは学力テストの

国語と算数、国語と数学という、一断面、

限られた教科の一断面での学力テストの

順位を上げる云々ということよりも全体

の学力の向上のためのものというふうに

とらまえて、非常に裁量の自由な補助金

だというふうに考えていいのかですね、

しばりがあるのかないのか、その点をちょっ

と確認をしておきたいなと思います。

　それから、車両の方の買いかえについ

てですけれども、ちょっと計算が追っつ

かないみたいなんですが、全部で４台あっ

て、小型の車両とかハイブリットカーで

すとか、軽自動車とか、あわせて大体、

今回１３年以上たっているのが３台ほど

あって、１０年が１台ありますけれども、

ざっくりとですけれども１００万円ほど

の軽減になるのかなというふうに思うわ

けですけれども。

　例えば、青パトですと、毎日走行され

ていらっしゃいますね。しかも放送しな

がら、アナウンスしながらですから、か

なり低速で走られるということでござい

ますから、ハイブリットカーというよう

なことを検討されたのかなと思うんです

けれども、例えば、エタノール車ですと

か、そういった電気自動車ですとか、こ

れまた、車両そのもののコストがかかっ

てくるのかもしれません。

　その辺の検討がなされていたのかどう

かですね、その点をお聞かせいただきた

いのと、それから、まとめて買うスケー

ルメリットと、今回の経済危機対策も含

めたエコカーへの補助というもので時限

的なメリットということもあると思うん

ですけれども、通常、保有している車の

買いかえ時期、それから、当初の計画と

の差異というのはどうだったのかですね。

　当初の計画は、例えば「１３年たった

けれども、もう１回車検を通そう。一度

に４台もかえられないから、順次かえて
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いこう」という計画を立てていらっしゃっ

たかと思うんですけれども、それとの比

較というんですかね、そういったものが

あってのことかなと思うんですけれども、

その点、またちょっと教えていただきた

いと思います。

　それから、インフルエンザの対策につ

いてですけれども、今までは修学旅行で

年１回看護師さんが帯同をされておられ、

今回についてはプラス１回分ということ

でございます。万全な予防体制とか、そ

れから子どもの体の変調をですね、細や

かにチェックができるという点では、看

護師さんを帯同していただくということ

は、非常にいいことではないかなと思い

ます。プラス１回分というので、それで

は小学校、中学校の、そういう課外授業

でカバーし切れるのかどうかですね、ちょっ

とそれをお聞かせいただけたらなと思い

ます。

　それから、今回も摂津の場合は子ども

たちに感染者が出なかったということで、

中学校だけですかね、１週間休業となり

ましたけれども、お隣の吹田市、茨木市

になりますと小学校も、それから、幼稚

園、保育所、福祉施設まで要請を受けて

休業をされたと、そうしたときに一番困っ

てくるのが子育て中のお母さんやお父さ

ん、保護者の皆さんの対応だと思います。

　先日も臨時議会の中の本会議でもあり

ましたけれども、保健所のお医者さんが

子育て中のお医者さんでしたので、学校

が休みになったということで、その職場

に行けなかったかということがあったと

聞いておりますが、今後、秋以降に流行

してきた際の教職員さんですとか、学校

関係者の方々が子育て中、もしくは介護

をされている方がですね、インフルエン

ザが流行することによって、通常ショー

トステイであったり、保育所であったり、

学校であったり、行けていたものを家で

見なければいけないということから、学

校に来れなくなるというようなことも考

えられるのではないかと、そういうふう

な心配もあるんではないかなと思うわけ

です。

　今回、本当に感染者が出なかったとい

うことは、よかったことですが、しかし、

よその市の状況を見たときには、秋以降

の対策というのをしっかり考えていかな

ければいけないのではないかと。

　学校の先生も学校現場も、あり余った

人員でやっておられるという状況でない

というふうに理解してるわけですけれど

も、そうしたときの対応ですね、どのよ

うな準備がされているのか、検討されて

いるのかですね、ちょっと参考に教えて

いただけたらと思います。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　今回、市町村支援

プロジェクト事業の補助金を活用して行

う本市の学力向上プラン推進支援事業で

ございますが、府から補助金をいただき

ますので、その報告等は、もちろん必要

でございます。

　しかし、府に縛られるとは我々、考え

ておりません。大阪府とともに協力し合っ

て、また、連携して子どもたちの学力向

上を考えていると、そのようにとらえて

おるところでございます。

　特に府の学習指導ツール等は国語、算

数、数学、英語に限られたものが示され

ている場合が多いのでございますが、そ

れらを活用して学校全体の学力向上の取

り組みを支援していく、そのように考え

ております。

　したがいまして、生活指導であるとか、

あるいは学習習慣の定着、このようなこ

とを全校挙げて取り組みますし、また、

授業そのものを改善していくということ
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でございますから、全教科ご関係するも

のでございます。そのような中で基礎・

基本、そしてまた、活用力の育成を目指

していく、これは学校全体の取り組みで

あるととらえております。

　学力調査によって縛られるのではない

かとか、そういうことも先ほど、ご指摘

ございましたが、学力調査そのものも現

在、国語、算数、数学の内容を見ており

ましても、他教科領域との関連性を問題

の中に取り入れておりますから、総合的

に学校全体で、この学力向上を図ってい

くものであると言えます。決して一部に

偏った取り組みではないと、そのように

ご理解賜ればと思っております。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、２回目のご

質問の車両関係ですね、２回目のご質問

にお答えさせていただきます。

　まず、エコカーへの買いかえというこ

とでの、補助金を使っての買いかえのメ

リットということでございますけれども、

青色パトロールカーにつきましては１０

年の経過がたっております。走行距離が

今現在１０万６，０００キロ余り走って

おるところでございますけれども、実は、

この車ですね、ことしの４月２０日にエ

ンジントラブルを起こしまして、修理を

行ったところでございます。ただ、走行

距離が毎日ですね、大体６０キロから７

０キロの走行をしていることもありまし

て、修理工場からも再度、エンジントラ

ブルが発生する可能性も高いということ

で、また、いつまで耐えれるかわからな

いということも聞いております。

　そこで考えましたのが、燃費のいいハ

イブリットカーということで、買いかえ

を検討したところでございます。

　また、ご質問にございましたエタノー

ル車等、また、電気自動車という普及も

ございますけれども、エタノール車云々

ということになりますと、給油所の関係

等もございます。また、電気自動車につ

きましては、テレビ、報道で出ておりま

すけれども、まだ価格的にかなり高いも

のでございますので、今回、ハイブリッ

ト、かなり金額が抑えられた金額になっ

ていること。また、このハイブリットに

つきましては、重量税等、一般の方でし

たら取得税ですね、それもすべて軽減に

なるという大きなメリットがございまし

たので、ハイブリットにかえさせていた

だくということになりました。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　修学旅行等の報償の回

数の部分が十分足りるかというご質問で

ございますけれども、修学旅行等の校外

宿泊に関しましては、小学校で大体五、

六年生の時期と、中学生の場合は二、三

年生の時期、それぞれ年２回ぐらいを想

定しておりまして、当初の予算では１回

分、看護師を派遣させていただいて、も

う１回分につきましては養護教諭の帯同

ということで、今させていただいている

ところでございまして、今回、１回分プ

ラスすることによりまして、年２回分、

２回とも看護師の帯同が可能になるとい

うふうに考えておりますので、ご理解を

よろしくお願いいたします。

　それと、もう１点の教職員、学校関係

者の休暇の部分についてでございますけ

れども、この新型インフルエンザにかか

わります特別休暇の部分につきましては、

府費負担職員の部分については大阪府か

ら、また、市の人事の方からも一定の基

準が示されておりますので、それに基づ

いた形で対応していきたいというふうに

考えております。

　また、今後、秋以降、広がりがちょっ

とわかりませんけれども、その部分で、
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また、柔軟に、その辺のところも考えな

がら対応してまいりたいというふうに考

えております。

　よろしくお願いします。

○柴田繁勝委員長　岩見課長、追加の説

明ですね、どうぞ。

○岩見総務課長　すみません。１点漏れ

ておりました。車の購入、買いかえ時期

の当初の計画はということでのご質問、

１点抜けておりましたので、答弁させて

いただきます。

　本市、財政当局からも言われておりま

すのは、新車登録時から、基本的には新

車登録時から１０年、または、１０万キ

ロ以上の走行というものが買いかえの対

象ということで予算を要求してきたとこ

ろでございますけれども、財政等の関係

もございまして、既に１０年以上たって

おる車もございます。

　現実に１３年、今回は、この減税策、

国が打ち出しました減税に対しては車齢

が１３年以上が対象ということになりま

したので、財政当局とも協議しながら、

この分の車につきまして買いかえを行っ

たわけです。

　なお、この補助制度は今年度限りの時

限立法でございますので、より有効活用

をするということでの財政当局の考えも

ございます。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　市町村支援プロジェクト

事業については、府に縛られるという表

現がいいのかどうか、ちょっとあれなん

ですけれども、大阪府の方の資料により

ますと、事業実施が２１年、２２年の２

年間ということですね。六つほどのメニュー

が示されていて、そこの中に補助メニュー

があって、補助メニューの中には選択が、

それぞれ、例えばＡの反復学習の実施で

すと、選択で計算、漢字、音読ですとか、

携帯ゲーム機の活用ですとか、パソコン

の活用と、これが、どれか選択というこ

とになるんでしょう。

　それから必須の条件、補助メニューの

中の必須という形で、それぞれＡＢＣＤ

ＥＦまでのメニューすべてにおいて必須

として、府の方で用意している学習指導

ツールの活用というものが示されている

わけなんですが、この点は、その各学校

の学力向上プランとですね、この大阪府

の方で示されているメニューとの関係で

すね、この必須という、このワークブッ

ク、もちろん、これはどういうものか、

私もわかりませんけれども、学力テスト

モデル事業と、大阪府の教育委員会の方

の教育長のマニフェストを見てみますと、

「全国学力テストを全国平均以上にする」

とか、それから「生活環境を平均以上に

する」とか、いろいろ数値、全国の学力

テストを中心とした目標の立て方をして

おられて、ある教育委員の方は「手段は

選ばない」と、「とにかく成績を上げる

ことが予算をつけることや」というよう

な発言もされていると。それが、これに

生かされてるのかどうか、私ちょっとま

だ、はっきりとしたものはわかりません

けれども、それとの関係ですね

　課長のご説明では各学校が、それぞれ

抱えている課題、学校全体の事業改善に

役立てていくものというような考えの仕

方と、この補助メニューの中で出ている

必須というワークブック、単元別のテス

ト、学力テスト、モデル事業と、こういっ

た改善ツールが、学習指導ツールが府の

方で用意されている。

　これは使っても使わなくてもいいよと

いうお話が以前されておりましたけれど

も、しかし、補助金がついてくることに

よって、これを必須という形になってく

るというふうにも考えられるわけですけ
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れども、それぞれ学校現場で考えていく。

　先生が日々の授業の中で、授業改善を

取り組んでいく、そういう努力をされて

いますから、このツールが非常に役に立

つものであれば、もちろん利用されるべ

きであるし、「いや、こういうものをやっ

てみよう」という学校現場での自主性と

いうんですかね、そういったものに、障

害になるんであれば、どうなのかなとい

うような思いもするわけですけれども、

その点についての市教委として、各学校

への指示といいますか、そういうものは

どのようにされていくのか、ちょっとそ

れもお願いいたします。

　自動車の方の買いかえについてですけ

れども、大体おっしゃっていただいたこ

とはよくわかるんです。１０年で１０万

キロが大体、買いかえのタイミングです

よということで、今回の買いかえは１３

年経過しているものが多いのと、青パト

も４月あたまにはエンジントラブルもあっ

たということだったんですけれども、既

に総務課、財政の方との関係でいきます

と、どれもが当初から買いかえを要求し

てもよかったようなお車ばっかりだった

のを、されてなかったというようなこと

があるわけです。その点の事情をどうな

のか、もう１回ちょっと、最後にそれを

聞かせてください。

　教育委員会として、「やっぱりそういっ

たお金は。もうちょっと乗れるから、も

う少し辛抱して乗ろうや」と、もったい

ないという言葉が、いま世界的にもよく

使われるわけですけれども、環境とは、

また別の次元としてね、大事に乗ろうと

いうことも考えられていたんではないか

なと思うわけですが、その点のことだけ

ちょっと聞かせてください。

　インフルエンザ対策については、看護

師の派遣についてはわかりました。教職

員の補充等についての体制ですね、はど

うなんでしょう。もし、先生が感染をさ

れたときですとか、今でも授業のコマ数

もふえてきていて、夏休み、冬休みでお

休みの分を補充で、授業に充てなければ

いけない。学力テストがあったり、いろ

いろな行事があったり、ハッピーマンデー

の関係で学校が開く日にちも減ってきて

いる中で非常にタイトな授業をされてお

られるわけですけれども、その中で冬以

降、秋以降に流行して先生が感染された

際にですね、補充のような体制とか、ど

のようにお互いに回していくのかという

ようなご相談等をされていらっしゃるの

かどうか。

　現に昨年も産休の先生、それから、病

気でお休みになられた先生の後が、なか

なか今、講師の先生が不足しているとい

うことで、半年、１年ですね、なかなか

補充として埋まらなかったというような

お話もあります。

　このインフルエンザの問題にしても大

阪全域的というか、全国的な広まりが出

てきたときに、そういった対応、摂津市

だけの対応ではないかもしれませんけれ

ども、その点の今からの予防対策も含め

てですね、どのように検討されているの

かですね、または、されていこうとして

いるのか、ちょっとお聞かせいただけな

いでしょうか。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　学力向上プラン推

進支援事業にかかわってであります。大

阪府には大阪府の、さまざまな学力向上

に向けての願い、また、目標がございま

す。そしてまた、本市でも、市としての

願い、市教委としての願いがございます。

　一番の願いは子どもたちに生きる力を

はぐくむこと。その一つとしての確かな

学力の定着、これは市教委としての願い
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でございます。そんな中で、各学校が学

校の実態に応じて、どんなことに取り組

んでいくか、各学校が計画を立てている

ところでありますし、また、それを個別

に支援していくのが市教委の役割である

と考えております。

　そんな中で、学校現場の自主性を最大

限生かしながら、しかも、学校がさまざ

まなことにチャレンジもしながら、例え

ば、この必須メニューである学習指導ツー

ルの活用ですが、全く使わずに、これは

要らないということではなくて、何が有

効であるか、どんな場面でなら使えるか、

そんなことを試してみたりする、そして

また、有効なものがあれば、これを市の

中で交流し、また、府の方でも交流して

いき、共通の財産化していくこと。これ

も重要なことではないかなと思っていま

す。

　ですから、年間通じて、この学習指導

ツールを活用する。これは学校の計画も

ありますから、なかなか難しいことでは

ありますが、さまざまな計画の中で、ど

こかで使えないか、市教委としては、ど

こかの、この年間の中で使い、試してみ

る。そしてまた、有効であれば、それを

報告してほしい。そのようなことを指示

しているところでございます。

　なかなか授業改善と申しますが、どう

いうものを使えばいいのか、その情報が

共有化されているようで、されていない

のが現状でございます。今回、各学校の

個別の対応ではございますが、それをど

のようにして共通の財産化していくか、

これが市教委の務めではないかと思って

おります。

　それから、新型インフルエンザにかか

わりまして、教職員の補充等の体制でご

ざいますが、本当に悩ましい問題でござ

います。現に学校現場では、教職員の数

が足りない状況がございます。さまざま

な人的な措置が大阪府教育委員会からも

ございますが、特に非常勤の職員等につ

いては、人的措置がなされても人がいな

い、このような現状がございます。です

から、教職員が、この新型インフルエン

ザの流行に伴って、実際に感染してしまっ

た場合に、多数にわたった場合には途端

に学校が困ってしまう現状というのは予

想されます。現在、その代替の措置等に

ついては、必ずこうできるというプラン

は正直ございません。しかし、府の人事

担当の課長会等でも、府全体の課題でご

ざいますので、さまざまな要望等を府に

もしておるところでございますし、他市

とも連携しながら秋以降、もし、そのよ

うなことが起これば、どうするのか、協

議も重ねてまいりたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　車の買いかえの要求、

１０年以上たっているのに要求はという

ことのご質問でございますけれども、委

員ご指摘のとおりですね、１０年たって

おりましても、現在、１３年を過ぎてお

りますけれども、走行距離が５万キロ前

後、３台とも５万キロ前後の走行距離と

なっております。

　やはりまだ、車も調子よく動いており

ましたので、その分につきましては、や

はりものを大切にということから予算の

要求を抑えきたというところもございま

すけれども、今回の国の経済対策の一環

であります環境対応車普及促進対策費を

ということでの補助を活用させていただ

いて、市全体一括で車齢１３年の車につ

いて買いかえるという方向性でいきまし

たので、今回、購入をさせていただくと

ころでございます。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　府の補助金についてです
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ので、これ以上、続けてもあれですけれ

ども、一つは、先ほども最初にご答弁い

ただいていたんですが、各学校の現場で

頑張っておられる先生方が教育現場で事

業改善に向けて頑張っておられる方、そ

ういった方々のモチベーションを下げる

ようなことにならないように、柔軟な対

応をぜひしていただきたいと思いますし、

対象経費としたら備品購入費であるとか、

役務費、委託料いろいろ対象経費として

認められているものとして、子どもの学

力向上に向けた授業改善にちゃんとつな

がるような形で、ぜひ活用していただき

たいというふうに思いますので、その点

は要望しておきたいと思います。一つやっ

ぱり市教委と大阪府の教育委員会との考

え方、どちらも望むところは、最終目的

は同じかもしれませんけれども、その手

段という点で、いろいろ首をかしげざる

を得ないような発言も、大阪府の方から

も出てきているわけで、そういう点につ

いては市教委として、摂津の子どもの教

育に責任を持つ市教委としての自主性で

すね、独自性というものは、しっかり発

揮をしていただけたらなということは要

望しておきたいと思います。

　車の方ですけれども、わかりました。

今回の場合は、環境云々というよりは、

景気対策のことということで、財政的に

は少しメリットがあるということでの買

いかえたというふうに理解をいたしまし

た。

　エコカーということでの減税措置が、

まだ乗れる車を買いかえなければいけな

いということになりますと、車の生産が

プラスになりますかね、経済活動になり

ますけれども、エコという観点からもちょっ

と疑問を感じるなというとは感想として

思っておりますが、今回の買いかえにつ

いては、そういった事情であること飲み

込めました。

○柴田繁勝委員長　森内委員。

○森内一蔵委員　関連するんですけれど

も、市町村の支援プロジェクトの事業補

助金ということで、その中で教材器具費

ということなんですけれども、いろいろ

の使い方があると思うんですけれども、

これの内訳ですね、先ほど報償金という

ようなお答えもあったんですけれども、

それと一番肝心なのは、この学力向上プ

ランの改善ということなんですけれども、

各学校において特色を持った改善方法と

いうことなんですけれども、やはり教育

委員会として統一的な改善のプランとい

うんですかね、そういうものが必要だと

思うんですけれども、そういうものはお

持ちなのか、小学校１０校、中学校５校

ですから、各校いろいろと特色はあるん

ですけれども、例えば、その各学校にお

いて、その向上プランに対して、どうい

うふうな評価をして、この配分をされる

のか、その辺のところが懸念されるとこ

ろですので、そこをちょっとお聞かせい

ただきたいなと思います。

　それから、やはり学力向上をしていく

には、どうしてもやっぱり教職員の指導

いうか、その分をやはり高めていかなけ

れば学力の向上というのは望めないと思

いますので、その辺のところですね、ど

ういうふうな対策をとっていかれるか。

特に学習指導要領等の変更もあってです

ね、授業時間がなかなか確保できないと

いう状況の中で、学力を向上をするには、

例えば、他市の学校では始業時間までの

１５分間で小テストというような、いろ

いろなことを考えておられますけれども、

しかし、それに対しては、やっぱり教職

員の方々に、それなりのやはりメリット

がなければ、そこまでする必要がないと

いうようなことも考えられますので、や
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はり対策としては、やはり教職員の意識

向上をどういうふうにするかというのが

一番大切なことだと思いますので、その

辺のところの対策をお聞かせいただきた

いと思います。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　今回の歳出の内訳

ですね、報償費、それから需用費、備品

購入費、主にこの三つになると思います。

　報償費については、研修会の講師への

報償金等でございます。各学校でこの学

力向上プランを実施するに当たって、授

業改善にかかわる研修会を実施しており

ます。その講師を招くための報償金でご

ざいます。

　また、需用費は、これは消耗品費にな

りますが、さまざまなワークブック、単

元別テスト等を実施するに当たっては、

印刷にかかわる紙代であるとか、インク

代であるとか、必要になってまいります。

そのようなものへ充てるための消耗品費

でございます。

　そして、備品購入が一番、金額的にも

比重が大きくなっておるわけでございま

すが、授業をさまざまな形で改善するに

当たっては情報機器であるとか、さまざ

まなものが必要になってまいります。こ

れまで、教員はチョーク１本あれば授業

ができると、こんなことを言われておっ

たんでございますが、もうやはり今、実

際に子どもたちの興味、関心を高め、意

欲を向上させるためには本物を見せるな

ど、さまざまな工夫が必要でございます。

そのために今回、備品購入費に充ててお

るところが多うございます。

　今回、各学校が学力向上プランを立て

て、それを支援していくわけでございま

すが、もちろん市教委としての統一的な

考え方、各学校に何を求めるか、これは

学力向上でございます。

　先ほども申し上げた生きる力をはぐく

んでいくためには、その大きな構成要素

である確かな学力を定着させる必要がご

ざいます。ですから、その学力向上のた

めに、まずは授業を改善する。さまざま

な取り組みがあるんですけれども、教員

が一番しなければならないこと。これは

授業の改善でございます。子どもにとっ

ては５時間、６時間、一日授業があるわ

けでございますから、その授業の中身が

充実しなければ、子どもたちにとっては

退屈な時間が増すばかりでございます。

　ただし、その授業を改善するに当たっ

て、基礎的、基本的な事項、これを確実

に習得する必要もございますし、子ども

たちに学び方の学習をさせる必要もござ

います。また、意欲を向上させることも

必要ですし、家庭での学習習慣を定着さ

せる、これも必要でございます。授業を

改善するために、さまざまな取り組みも

行いながら今回、学力向上を図っていき

たい。それが若干各学校の実態に応じて、

プランの違いはございますが、そんな意

味でいうと、共通の項目がたくさんある

のではないかと思っております。

　森内委員、おっしゃったとおり、学力

向上のためには教員の指導力向上は不可

欠でございます。特に、この授業改善の

ための研修が、これまで若干弱かったん

じゃないかと、市教委としても、そのよ

うにとらえております。今年度、大阪府

教育委員会、大阪府教育センターとも連

携しながら、この授業改善に向けての研

修を数多く実施してまいります。府教委

の方も学習指導ツールの活用を、ただ必

須メニューというだけではなく、これが

どんなふうに役に立つのか、そしてまた、

どのように授業改善につながるのか、府

教委みずから、こちらへ出向いて、各教

職員にＰＲもし、そしてまた、この活用
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の仕方について研修を行っていく予定で

ございます。

　学習指導要領も変わり、そして今、移

行措置期間に突入しておりますが、さま

ざまな工夫をしながら本市でも、朝の時

間を活用して小学校、中学校全校が何ら

かの取り組みを行っております。そのよ

うな小さい時間も活用しながら、そして

また、授業というものを柱にしながら学

力向上に、市の思いは市の思いとしてあ

りながら、そしてまた、各学校の思いは

各学校でありながら、学力向上に向けて

全市的に取り組んでおるところでござい

ます。

○柴田繁勝委員長　森内委員。

○森内一蔵委員　取り組む方向というの

は、非常に教育委員会としては持ってお

られるんですけれども、やはり各学校の

先生方の意識というのはどうなのかとい

うのは、ちょっと疑問があるんです。

　それともう一つ、例えば消耗品費、備

品に対しても、この小学校１０校、中学

校５校ということで、ある一定の基準を

設けないと、例えば、これが申告制なの

か、「こういうことで要るから、こうい

う改善、学力向上のためにいろいろな改

善をする、そのために要るものはこれだ

け」ということで申告制にするのか、あ

る一定のラインで分けていくのか、そう

いうところはどういうふうにされるのか

ですね。

　それと、先生方、非常に忙しいという

ことを聞いておりますけれども、その中

で、例えば夏休み等、時間のあるときの

研修の状況ですね、学力向上に対する教

職員の取り組み研修というものはどうい

うふうになっていくのかということが一

番懸念されるんです。

　こんなことを言ったらなんですけど、

夏休みほとんど出て来られない先生方も

おられます。自宅研修というようなこと

で、自宅におりながらいろいろ勉強もさ

れておるんでしょうけれども、しかし、

そういう時間をきちっと研修に充てて、

向上施策ということで、どういうふうに

されるのかという、統一的な、やはり先

生方の能力を向上しなければ、この学力

というのは上がっていかないと思います。

　例えば、小学校のクラスが二つあると

します。クラスによって同じ授業の内容

にしてもですね、かなり差があるという

ことは、やっぱり教える先生方の能力に

よって、かなり大きな差があるというこ

とが言えるんじゃないかと思います。そ

のためには、やはり教職員の研修という

のは非常に大事かなと思います。

　それと学校の特色といいますけれども、

やはり校長先生以下、やはり自分の学校

をどういうふうにしていくかという方向

性、その方向性をやっぱり統一的な一つ

の方向性というのは、教育委員会がきちっ

と立てていかないと、やはり「この学校、

まあまあこれだけやりゃいい」なんてい

うような、いろいろな考えが出てこよう

と思いますので、特に小学校なんかはで

すね、ここにも先生おられますけれども、

特に変わったいろいろな授業の方法をさ

れて、子どもの違う点から学力向上への

ですね、方策を立てたというような校長

先生もおられますので、やっぱりそうい

う意味では、やはり特色を持った先生を

育てていくということが大切かなと思い

ます。

　先ほども言いましたけれども、学習指

導要領の中で、いろいろと今度スケジュー

ルというか、メニューがたくさん入って

まいりました。その中で学力向上と、生

きるための一つの方策ということなんで

すけれども、今まではゆとりの教育と言

われてたんですけれども、その辺のとこ
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ろ、大阪府教委もやっぱり学力向上とい

うことで、この頃は段々、段々と学力テ

ストの点数を上げるような方向になって

きたんですけれども、並行しながら、や

はり子どもたちがのびのびと育っていく

ような教育をしていかなければならない

ということで、非常にこれから先生方の

負担は大きくなるんですけれども、その

辺についてですね、夏休みの活用、それ

から中学校もですね、クーラーが入ると

いうことですので、その辺のところ、い

ろいろと環境がよくなってきております

ので、その点ですね、具体的な改善方法

も一つ教えていただけたらなと思います。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　教育委員会として

の全体へ向けて一定の方向性、摂津市の

教育方針にございます。この中で重点事

項の一つとして、確かな学力の定着、こ

れを挙げておるわけでございます。

　また、学校・園への指示事項、その中

にもさまざまな取り組みをするように指

示をしておるところでございます。です

から、一定、教育委員会として、どのよ

うな考えを持っているのか、そしてまた、

学校が何をしなければならないかは示し

ておるところでございます。

　今回の、この市町村支援プロジェクト

を活用した学力向上プラン推進支援事業

でございますが、各校に配分するお金そ

のものですが、これは各校同一の金額で

ございます。これは府の方の補助金の規

定といいますか、その中でも各学校に対

して金額を一定にするとありますので、

それについては府の要綱等にならったわ

けでございます。また、これは学力向上

のための緊急対策的なことでございます

から、それぞれの学校に課題もございま

すので、一定同じ金額で支援していくと、

そのように考えております。

　今後、その２年間の後に各学校が、さ

らに何を積み上げていくか、そのときに

は本市の、ほかの補助金もございますの

で、それについては一定の査定なりが必

要ではないかと考えております。

　ご指摘の教員の資質能力向上でござい

ますが、夏休みについては各学校や市、

また府において、研修がびっしり詰まっ

ておるところでございます。以前にも文

教委員会で、森内委員にお答え申し上げ

ましたが、先生もずっと家でいてる。よ

ろしいなという時代とは随分さま変わり

しております。ですから、夏休みについ

ては教員免許の更新制の講習も、夏休み

を中心に入っておりますし、特に学期中

は授業がございますので、この夏休み等

の、長期休業というのが、非常に研修を

するための重要な機会になっておると、

このような現状でございますので、ご理

解賜りたいと思っております。

　私どもとしましても、教員の資質・能

力の向上のために、この夏休み等の長期

休業を活用して、さまざまな研修を行っ

ておるところでございます。特に若い教

員が授業の力を向上させたいと、こんな

思いもありますので、若い教員対象の授

業力向上のための研修も行っておるとこ

ろでございます。

　本当に今、教員も子どもたちも、なか

なか伸び伸びできない状況はございます。

そんな中で今回、学習指導要領の改訂に

おきましても、活用力を子どもたちが身

につける、これは実は子どもたちが基礎・

基本を身につけて、それを活用し、自分

で考えるということですね、あるいは探

求するということは、もっと何を学びた

いかを考える。そんな意味でいうと、子

どもたちが縛られた形じゃなくて、自分

が何を学びたいか、そして、世界を広げ

ていく、そのようなことをできるような
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力をつけてやらなければならない。学習

指導要領でも、そんなことが求められて

いると思いますので、非常に時間がない

中でございますが、子どもたちが将来的

にわたっても、さまざまなことを考えて

いける、広い視野を持てるように取り組

んでまいりたいと思っています。

　授業時数の確保等ございますが、さま

ざま、その施設設備等、改善された中で

適切に授業時数等は確保してまいりたい

と、そのようなことも考えておる次第で

ございます。

○柴田繁勝委員長　森内委員。

○森内一蔵委員　最後、一つお願いも含

めてなんですけれども、一番懸念される

のは例えば、各クラス、小学校、中学校

にしてもですね、やっぱり落ちこぼれの

生徒さんがおられるということもお聞き

します。その方々に、そういう生徒・児

童にレベルを合わせておれば、当然、学

力は向上しないわけでありますけれども、

この俗にいう落ちこぼれの生徒・児童を

どういうふうな形で対策をされておられ

るのか。また、されていかれるのかとい

うのを、方策をお聞かせいただきたいな

と思います。

　それと先生方も忙しいというのは、も

う昔と違うということはよく理解はして

おります。しかし、やはり例えば、一般

公務員にいたしましても、やっぱり夏休

みというのは土曜・日曜を除いてずっと

仕事をしておるわけでありまして、学校

の先生がずっと研修ばかりということも

ございませんので、その辺のところをか

んがみると、まだ、やはりいろいろな時

間があるんじゃないかなと思います。

　特に夏休みに重なってしまうというこ

となんですけれども、やはり研修にして

も、その先生に合った研修というのも必

要だと思います。先生もやっぱり全部が

能力が同じじゃないですから、その辺の

ところをですね、やっぱり教師というこ

とは、子どもにとってはですね、児童・

生徒にとっては均等に授業を受ける権利

があるんで、そのことを考えると先生の

立場というのは、もっと尊厳すべきであ

るかもしれませんけれども、レベルを合

わせていく、教師のレベルを合わせてい

く。

　例えば、指導力のない先生がおられる

ということも聞きましたけれども、そう

いう先生に教えてもらう子どもさんとい

うのは不幸でありますから、そういうこ

とのないように、今後やっていかなけれ

ばならないということで、やっぱりその

研修の内容ですね、Ａランク、Ｂランク

というか、「この先生は、こういうふう

な形で教育しなければならない」という、

やっぱりそういうこともやはり考えてい

かないと今後の教育はよくなっていかな

いと思うんですけれども、その辺につい

て、最後、お聞かせいただいて、質問終

わっておきます。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　いわゆる学力低位

層の子どもたちに対して、どのような対

策をとるかということでございますが、

授業の中でも教員は非常に苦労しておる

ところでございます。学力の拡散化傾向、

あるいは二極化の傾向がある中で、授業

を形成することが非常に難しい状況が今

ございます。特に学力低位層の子どもた

ちにとって、必要なことは学習習慣の定

着であると思っています。その子たちに

合った宿題を継続して出し、そしてまた、

それを点検する活動、あるいは放課後の

学習教室等、そこへ参加しての学習習慣

の定着。また、加配教員等を活用して習

熟の度合いに応じた授業ですね、そういっ

たことも検討する。全部の単元ではなか
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なか行えませんが、各学校でそのような

ことは、今、実践されておるところでご

ざいます。

　人的な問題もございますが、まずは、

単元によっては習熟の度合いに応じた学

習等を行い、そしてまた、何とか、家庭

学習の習慣を身につけ、学びがおもしろ

いんだと、もっと続けたいと思えるよう

な子どもをはぐくんでいくことが重要で

あると考えております。

　それから、その教員に合った研修、例

えばライフステージに応じて、教員研修、

さまざまございます。初任者研修、また、

１０年経験者研修、そしてまた、管理職

研修などがございますが、さまざまな段

階に応じて必要な研修がございます。そ

のライフステージに応じた研修をきちん

と受けながら、その経験年数に応じて力

量を高めていく。このようなシステムが

重要であると考えております。

　したがいまして、本市では、そのライ

フステージに応じた法定研修に加えて、

例えばスクール広場「未来」であるとか、

スクール広場協議会であるとか、教育委

員会が独自に設定したような研究会や研

修会を活用して教員が、その年代、年代

に応じて必要な力を身につけられるよう

に努めてまいりたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　おはようございます。

　先ほど来にも議論されておりますけれ

ども、ちょっと重複するかもわかりませ

んけれども、質問させていただきたいと

思います。

　１点目の市町村プロジェクト事業の中

身の関係ですけれども、何となく具体的

にもう一つ認識できないというか、イメー

ジできないんですけれども、先ほどご答

弁の中で、摂津市の各学校が取り組んで

います学力向上プランというのがありま

すね。今、ホームページに張っていらっ

しゃいますけれども、これをしっかり支

援をしていきますというご答弁がありま

した。

　大阪府としては、メニューがあります

よということでございまして、この辺が

ちょっと非常に兼ね合いというのが、も

う一つよくわからないんですけれども、

この各学校における学力向上プランにつ

きましては、やっぱり今まで摂津市が、

この学力定着度テストをずっとやってい

く中で各学校が問題点を自主的に話し合っ

て、中学校は、こういうことを改善して

いきますということを時間をかけてつく

り上げたものでございますので、危惧す

るのは大阪府のプランが出てきた中で、

何か崩されていくというか、ちょっと薄

れていくという感覚になると非常にもっ

たいないというか、残念だなというふう

に思うんですが、もう一度、この教育委

員会として、この市町村支援プロジェク

ト事業を今回、大阪府からおりてきます

けれども、それと今、答弁がありました

各学校の学力向上プランについての考え

方、ポリシーというんですか、この魂と

いうんですか、逆にいうと、その辺のと

ころを、どう考えていらっしゃるのか、

ちょっとお聞きしたいと思います。

　それとあわせてですけれども、特に教

材器具費が費用的には非常に支出として

はたくさんになっているんですけれども

ね、その各学校で、いろんな使い方、費

用の使い方について、自由度を増すので

あれば、この辺の枠組みがですね、例え

ば、報償費がたくさんふえてきますとい

うようなことでもありなんではないかと

思うんですね。例えば、そういう専門家

の方に来ていただいて、その授業を組み

立てていくというふうなことも結構やっ

ているところがありますけれども、その

− 16 −



辺の自由度をどういうふうに考えていらっ

しゃるのか、あわせてお願いします。

　それから、もう１点はですね、インフ

ルエンザ対策について、費用がとられて

いました。これは感染予防ですね、どち

らかというと、マスクの対応とか、消毒

の関係とかですね、感染予防だと思うん

ですが、それはそれでしっかりやってい

ただくと。

　国際的には、今回フェーズ６というふ

うに発表になってましたので、保護者に

とっては非常に不安が募ると思うんです

ね。今度、秋の第二派は毒性が強いので

はないかというふうなことも言われてま

すので、一番肝心なのは、やっぱり保護

者の皆さんに安心をしてもらえるという

ことが大事だと思うんです。

　その中で、今回はやっぱり一番、私が

聞いたのは連絡体制が非常によくなかっ

たというか、もっと早く連絡がほしかっ

たというようなことを、よく聞きました

けれどもね。この連絡体制の強化という

ことについては、どのように考えておら

れるのか、ちょっとお示しいただきたい

と思います。

　それから、３点目ですけれども、ちょっ

とこれは全体的な話になってしまいます

が、今回、国の方で補正予算が組まれて、

地域活性化・経済危機対策臨時交付金と

いうのが用意されて、また、そのほかに

もいろいろ補助金等が用意されていまし

てね。今回の６月補正で間に合うものに

ついては、今回、上げてこられたと思う

んですが、おそらく、その議論の中では、

「これはもう間に合わへんから１０月の

補正のときまでに検討しよう」というふ

うなものも結構あったと思うんです。そ

ういう中で文部科学省がスクール・ニュー

ディール構想というのも打ち出してます

が、これは耐震工事とあわせて、例えば

太陽光パネルの導入とか、それからＩＣ

Ｔですね、そういう電子黒板とか、いろ

んなものの導入についても補助金と、そ

れから、足らない分は、この地域活性化

の補助金を使っていいですよというよう

なことがメニューに用意されていますけ

れども、この辺の議論がですね、考え方、

教育委員会としては、今の時点で、この

６月補正に関してどうだったのか、それ

から、今後、やっぱり議論をしていかれ

ることになると思うんですが、ちょっと

あわせてこの際、お示し願いたいと思い

ます。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　府の市町村支援プ

ロジェクトと本市の学力向上プランとの、

この関連性でございますが、今回の、こ

の府の市町村支援プロジェクト事業は、

全国学力・学習状況調査から明らかになっ

た課題の解決に向けて積極的に取り組む

市町村教育委員会および小・中学校に対

して補助金を出しながら支援してくいと

いうことでございます。

　ですから、今まで本市も市独自の学力

定着度調査や、１９年度から行われてお

ります全国学力・学習状況調査、この結

果等を分析し、活用しながら取り組みを

してきたわけでございますから、ある意

味、全校が、この補助の対象になったと

いうことは、本市の市教委として、そし

てまた、小・中学校の取り組みが認めら

れたのではないかと考えております。

　これまで学力向上プランを各校が策定

しておりましたが、この中で、授業改善、

基礎・基本の定着のための継続した取り

組み、そして、学習習慣の確立等、挙げ

ておったわけでございますが、今回、事

業の実施でその取り組みについて、一層

後押しをしていただいてる。あるいはさ

らにパワーアップできる。そんなもので
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はないかなと考えております。

　ですから、あくまでも学力の調査から

今回、出発したという意味では市も府も

同じでございますから、実態を踏まえて

取り組みを考える、実行するという意味

では、今までの本市の取り組みと何ら変

わらないのではないかと思っております。

　ただ、先ほどございました備品購入等

は、今回、この補助金では可能でござい

ます。これまで授業を改善したいけれど

も、なかなか、その備品というものを各

学校ごとに合った状況で購入できない。

そのような実態がございました。これは

予算的な面等もあったのでございますが、

そんな中で、今回、各学校の希望もあり、

備品購入費が大きなウエイトを占めてい

るというような状況になっております。

　報償費に関しては、例えば大阪府教育

委員会から講師をお招きする場合には、

この報償費が必要ない場合もございます

し、ほかの補助金等から、報償費につい

ては活用できることもありますので、今

回、最大限、備品が購入できるというメ

リットを各学校は生かしておると、その

ような状況であるとご理解賜ればと思い

ます。

　それから、インフルエンザの関係で、

その連絡体制の強化について、休校措置

の関係で、私はご答弁申し上げますが、

休校措置を早朝６時過ぎに決定しまして、

中学校の各学校長連絡しました。そして

教職員や生徒への連絡ですとか、早朝で

あったことも含めて混乱したことは事実

でございます。

　学校によって、さまざまな工夫をして

いるところもありますが、結果的に、な

かなかその連絡がうまくいかなった学校

もあるのは事実でございます。さまざま

な危機管理体制が必要な時代でもござい

ますし、状況でございます。そんな中で

この連絡体制の強化について、今回が生

きた教訓にもなりますので、今後、連絡

をいかにして迅速に全家庭に伝えるか、

各学校とも協議し、体制について検討し

てまいりたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　新型インフルエンザに

かかわります連絡体制の強化の部分につ

いて、学校保健の観点からご答弁申し上

げます。

　今回の新型インフルエンザに関しまし

ては、４月の下旬、ゴールデンウィーク

前から世界的にも、日本の国内でもかな

り情勢が動きました。二日間でフェーズ

が２段階、上がったりもしてですね、か

なりその部分で、少し混乱した部分があっ

たというふうには思います。

　今後についてなんですけれども、この

１０月はインフルエンザ強化対策月間と

いうことにもなりますし、やはり保護者

の方々、そして、学校の児童・生徒、教

職員に対しても、やはりそれなりの心づ

もりといいますか、その部分の意識を持っ

ていただくということが非常に重要になっ

てくると思いますので、今、具体的にど

ういう方策かというのは、なかなか難し

い部分があってですね、市の方とも協議

しながら考えていかなければいけないと

いうふうに思いますが、やはり啓発の部

分を中心に今後、検討してまいりたいと

いうふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、スクール・

ニューディール構想について、この６月

補正での検討はということでの、お答え

させていただきます。

　国の方からですね、５月中旬ごろに説

明会がございました。そのときには主に

学校のＩＣＴ化の推進ということでの説
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明会がございまして、それに私も、説明

会に参加させていただいて、お話を聞い

たんですけれども、そのＩＣＴに関しま

しては、経済危機対策臨時交付金を、こ

の補助に充てることができるということ

でのご説明でございました。その時点で

経済危機対策交付金が摂津市分として幾

ら配分されるかというものが、まだ、明

確に示されておりませんでした。

　その後、摂津市分ということで、約１

億４，１００万円の臨時交付金が配当さ

れるということを内諾をいただきました。

その中で、この１億４，１００万円をど

のように、この市全体の中で配分してい

くかということも財政当局とも協議いた

しまして、我々といたしましては、学校

ＩＣＴ並びに地上デジタル対策等ですね、

この学校ＩＣＴの中にはデジタルテレビ

化、電子黒板、また、教育用、校務用の

コンピューターの購入等々がございまし

たので、我々としてはできる限り、文部

科学省が示す目標値に近づけたいという

思いがありまして、検討を練ったところ

でございますけれども、同じく学校ＩＣ

Ｔ化につながります校内ＬＡＮの整備や、

デジタルテレビに対応するアンテナ工事、

また、太陽光発電等を利用しますエコス

クール化というものにつきましての臨時

交付金につきましては、公共投資の臨時

交付金が充てられるということが示され

ておりますが、詳細については、いまだ

国の方が、どういった形で配分するのか、

どういった使い道にするのかという詳細

は、全く聞かされておりませんので、こ

のこともございましたので、今回の６月

の補正に関しましては、ＩＣＴにおける

関連予算については検討し直してですね、

秋の補正には、ぜひとも予算を要求して

いきたいというふうに考えておるところ

でございます。

○柴田繁勝委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　じゃあお答えいただき

ましたので、１点目の摂津市の各学校で

策定されています学力向上プランという

のをしっかりと、この中心に据えてやっ

ていくというようなお答えでございまし

たので、これは一定安心をさせていただ

きました。

　それで教材器具費等については、各学

校の意見もよく聞いた上で、それをまと

めたということでございましたので、そ

れは、ある意味ではしっかりと各学校の

主体性も確保されているということでご

ざいましたので、これはぜひ、頑張って

いただいて、予算を有効に生かしながら

摂津市の学力が向上できますように、ま

た、各学校も頑張っていらっしゃいます

し、しっかりそれをバックアップ、教育

委員会としてもしていただきますことを

お願いをしておきたいと思います。

　それから、２点目のインフルエンザ対

策に関連をしまして、連絡体制につきま

しては、これは今回のことだけではなく

て、以前、学校の安全対策というんです

か、子どものいろいろな危険に対して、

そういう事件があったときの連絡という

ようなことでも話題になってまいりまし

たけれども、私の経験している中では、

例えば修学旅行に行っていて、突然ちょっ

と車両が事故に遭って帰る時間がおくれ

た。そういう時の連絡ができたとか、そ

れはＰＴＡがやっている緊急メールシス

テムがあるんですけれども、これは全員

が登録されていませんので、されていな

い人の不公平があったりしたんですけれ

ども、それは一例ですけれども、ほかの

市では、これは教育委員会でやっている

ようなところもありますし、学校が主体

でやっているところもありますし、でき

るだけそういう連絡網の強化というもの
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は、このインフルエンザの対策だけでは

なくて、安全対策の面からも含めて、一

度しっかり検討をしていただきたいとい

うふうに、これはお願いしておきたいと

思います。

　それから、３点目の今後の補正等につ

いての考え方も聞かせていただきました

けれども、これは今回、直接は関係あり

ませんので、また、しっかり一般質問の

中でもさせていただきたいと思います。

　今回は国の大きな補正があって摂津市

の整備をしていく大きなチャンスでもあ

りますので、できるだけ柔軟に対応して

いただいて、これを利用していただきま

すことをお願いをさせていただいて、質

問を終わります。

○柴田繁勝委員長　森西委員。

○森西正委員　先ほどから市町村支援プ

ロジェクトの事業補助金の件で学力向上

プランを支援するということでのお話が、

他の委員さんからもありましたけれども、

すみません。ちょっと教えていただきた

い部分があります。

　各学校で学力の向上を行っておられま

すけれども、その向上の成果というのは

教育委員会の中で、ほかの学校とのやり

とりをやっているものなのか、情報交換

等をやっているものなのか、それで、そ

の学校が成果が出ている部分があれば他

の学校でも、それを進めていこうという

ような方向になろうかと思うんですけれ

ども、その点はどのようになっているの

かですね。

　もしそれが他の学校で広まらないとい

うことになりますと、それはそこでの、

学校での各先生方が既に行われている授

業が、結局、忙しいからですね、ほかで

成果を上げた部分というのが、そこまで

手が回らないということになってくるの

か、その点をお聞かせいただけますでしょ

うか。

　それと、授業改善という部分と学習習

慣の確立というふうなことで、以前にも

質問をさせていただいたと思うんですけ

れども、この学習習慣の確立という部分

で、学校内におる間でありますと、授業

改善ということにはなろうかというふう

には思うんですけれども、学校を出てか

ら各家庭での、その学習習慣をつけると、

家で勉強していくと、予習、復習を行っ

ていくという部分をですね、どのように

身につけさせていくのか、学力向上をし

ていく上で、そういうふうな部分という

のは、本当に大切であろうというふうに

思いますので、その点はどのように考え

ておられるのかですね。

　小学校１年生に入った段階で学力テス

トの数字の上では、この近隣の他市と比

べて数字上は、まあまあ差が出てこなかっ

たと、それが小学校１年の段階でみんな

一緒ですよね、近隣各市とも小学校１年

に上がった段階で、スタートは一緒のは

ずです。途中で差が出てくるというのは、

それは授業に問題があるのかですね、先

生方が教えるという部分での問題が生じ

ているのか、そこで、もう既に学習習慣

というのが、これは既に身についてない

ものなのか、その点をお聞かせいただけ

ますでしょうか。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　学力向上プランの

支援が、今回の､この事業の最大の目的

であります。これまで各学校が、さまざ

まな取り組みを行ってきたわけでござい

ますが、一定各学校、取り組みの成果は

あったと考えております。ただ、森西委

員おっしゃるとおり、その学校にとどまっ

ていては、やはりもったいないと思いま

すし、実際にはさまざまな形で交流等を

行っているところでございます。
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　例えば、本市の研究学校、教育課程研

究開発委嘱校ですが、今年度は４校委嘱

しておりますが、昨年度の３校が研究発

表会等を行い、その成果を示しておると

ころでございます。その研究発表会に招

いた講師が､例えば、ほかの学校でも講

師として指導に行く、こういうケースが

出てきておるところでございます。また、

そこで示されたさまざまな基礎・基本の

定着の方法であるとか、そういったもの

がほかへも広がっておると、そういう状

況もございます。

　さらに生活指導の研究協議会、生指協

というのがありますが、そこでも各学校

の、基本的生活習慣の改善の方法・方策

が交流されておるところでございます。

特に小学校では一つの学校が成果を上げ

た例が、あっという間に数校に広がると、

こういう例も見られておるところでござ

います。

　さらに教育委員会主催で少人数指導の

加配教員の実践交流会を行っております。

その交流会の中では習熟度別指導や、課

題別の分割授業等、効果を上げた例をお

互い交流をして、それを印刷物等にもし

ておるところでございます。そんな中で、

その例が共有化され、他校でも実践が広

がると、こういう例がございます。

　ただ、もっと広い形で、この成果が共

有化できないか、我々考えておるところ

でございますし、今回の事業は全校が、

この事業対象になるわけでございますか

ら、今回の機会を利用して、さらに、成

果を共有化し、財産化できればと考えて

おるところでございます。

　それから、学習習慣の確立、学校を出

てからどうするのか、これは基本的生活

習慣ともかかわって、非常に悩ましい問

題でございます。さまざまな発信を行う

ことについては､学力調査の結果概要の

説明会や携帯電話の利用に関しての講習

会を行いましたが、森西委員からも以前、

ご指摘ありましたように、もっとたくさ

んの人に来ていただいて、いろんな機会

をとらまえて発信を行う必要があるので

はないかと、あったんですけれども、や

はりもっと多くの家庭への発信、地域へ

の発信、これが重要でないかと考えてお

ります。

　まだまだ、たくさんの人に、その発信

が届いていない現状はございます。しか

し、続けなければ広がりませんので、今

後も広げていきたいと考えております。

　特に学校教育課のホームページにおい

て、さまざまな講習会等を行ったときは、

必ず、その内容を周知できるように努力

しておるところでございます。

　ホームページについては、今回のイン

フルエンザの休校措置もホームページで

知ったということを電話で連絡いただい

た方もあります。６時過ぎに休校措置を

決定して、７時過ぎにはホームページで

休校措置のことをお知らせしましたが、

ホームページをごらんいただいている方

も少なくはないという状況の中で、ホー

ムページ等も利用しながら、学習習慣の

確立や基本的な生活習慣の定着について、

さまざまな発信を行っていきたいと思っ

ています。

　なかなか、学び方の問題、特に、宿題

そのものを家できちんと行うということ

について、難しい現状はございますが、

地道ではございますが、発信を続けてい

きたいと考えます。

　一つの例でございますが、中学校で１

週間の宿題を保護者あてに、学校だより

に、あるいは学年だよりに掲載して、学

校は、こういう取り組みをしていますと

いうことをお知らせしている例もござい

ますので、そのような取り組みについて
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も成果を共有していけたらと思っており

ます。

　それから、小学校１年生のスタートが

同じでありながら、他市と差が出るのは

一体何が悪いのかということでございま

すが、いろんな要因があると思います。

　学校の授業改善の遅れも一つかもしれ

ません。また、保護者の、あるいは地域

のさまざまな意識、これがまだまだ、我々

の周知不足も､発信不足もあって、十分

になってないのではないかと、このよう

なこともあるかもしれません。ただし、

スタートが同じであるかどうかは、私は

よくわからないと思っております。

　と申しますのも、子ども一人ひとりに

さまざまな状況やさまざまな個性もあり、

そういう中で、すべての子どもが、本当

にスタートが同じかどうか、これは若干

疑問に感じるところでもあります。

　そんな中で少しでも同じスタートが切

れたり、同じような思いで、この学校生

活に臨めるように、小学校１年生の学級

補助員も配置したところでございます。

さまざまな取り組みを行っていけば、本

市の学校教育の中で成果を上げ、子ども

たちに力がつくのではないかと考えてお

りますし、その中でグッドスタートとい

う意味で同じスタートが切れるように努

力してまいりたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　森西委員。

○森西正委員　学力向上に関しましては、

本当に、難しい問題であり、大きな課題

であろうというふうには思います。今、

ご答弁でさまざまな諸問題をお聞きしま

したけれども、まずは、今、教育委員会

の方で把握をされているといいますか、

「これが問題であろう」というふうな部

分を、まずは解決をしていかなければ、

一つ一つ解決をしていかなければ、その

学力向上というのは、なかなか上がって

いかないのかなというふうには思ってお

りますのでね、多岐にわたりますけれど

も、その点に関しては、数多くあります

けれども、一つ一つ課題を解決していた

だきますように、よろしくお願いしたい

というふうに思います。

　一人一人、問題が違いますので、対応

が一人一人になってこようというふうに

思います。全体でもってこうだというふ

うなことにはなかなか難しいと思います

ので、やはり先生が、一人の児童・生徒

の性格、もしくは日常の生活等をですね、

学校以外でも、どのような生活をしてい

るかというふうなことを把握をしていか

なければ、なかなか指導というのは難し

いのかなと思いますので、その点は、学

校以外の生活スタイル、習慣ですね、ま

ず、どういうふうにしているのかという

のを把握をする。

　保護者もですね、どういうふうな生活

スタイルをしているのかというふうな部

分は、なかなか難しいとは思いますけれ

ども、そういうふうなことも把握をして、

その学習習慣がなかなか身につくことが

できないような生活を子どもがしている

のであれば、させているのであれば、そ

ういう部分を解決、改善していかなけれ

ばならないというふうには思いますので、

ぜひとも一人一人の、そういう部分を､

まず、把握をしていただいて、まず、一

人一人の学力を向上することが、最終的

には、数字ですけれども、そういうふう

なテストの部分とかね、そういうふうな

部分では、最終的には結果としては出て

くるのかなとには思いますので、まず、

一人一人の学習能力を伸ばしていただく

ように、よろしくお願いしたいというふ

うに思いまして、以上で､質問を終わり

ます。

○柴田繁勝委員長　本保委員。
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○本保加津枝委員　各委員の方々から、

この質問が詳細にわたってありました。

それで一応お答えをいただいております

ので、私の方は要望をということでお話

をさせていただきたいと思います。

　今回、こういった形で国、府の方から

も補助金の方が下りてまいります。今後

も下りてまいる予定でございますので、

このタイミングを逃さないようにですね、

しっかり取り組みをいただきまして、こ

れを大いに活用してですね、本市の学力

向上を初め、環境教育の改善、向上に努

めていただきたいと思います。

　多くの保護者の方がですね、現状、摂

津市の学力が低いというふうに認識をさ

れていますが、先般の大阪府の発表があ

りましたときに大阪府が全国で低い、そ

の中でも摂津市も低い方だということで、

「それって物すごく低いんじゃないの」

という認識を保護者の皆さんがお持ちに

なられました。

　以前からも要望が多かったんですけれ

ども、きょうもいろいろご質問に対して、

各委員会のご質問に対してお答えをいた

だきましたけれども、やはり具体的に核

心の部分で、こういった方向で力を入れ

て市教委として取り組みをしていきたい

という、インパクトのある明確なものに

少し欠けていたのではないかなと思いま

す。

　先ほど藤浦委員の方からも、その学力

向上プランの教育委員会としての支援体

制の志といいますか、情熱はどうですか

というふうな趣旨の問いに対しましても、

「形としてはとっている」というような

ご答弁であったように感じました。やは

り大事なのは、言うまでもなく子どもた

ちをいかに成長させていくか、いかに喜

んで学び、学校に、皆さんが目指してお

られる、行きたくてたまらない学校の現

場をつくっていくかということが、大変

望まれていると思いますので、その具体

的に、やはり心の中にしっかりと子ども

たちが学んでいくことはすばらしいこと

だということを感じて、喜びを持って学

習ができるようにお取り組みをいただけ

るような内容のものをきちんと、やはり

明確にお示しをしていただければなと思

いますので、要望としておきたいと思い

ます。

　そのことを踏まえてですね、やはり家

庭での学習というものも、今、保護者の

皆様が家庭におられない、子どもたちが

帰っても一人であるということで放課後

の広場であるとか、学習の、やはり検討

がなされて、そちらの方向に進んでいっ

ているわけですけれども、やはり学ぶと

いうことは、自分自身が取り組むことで

すので、喜んで、勉強が楽しい、学校が

楽しいということになりますと、子ども

は自然に自分で自主的に勉学に取り組む

ということになると思います。

　やはりそういった方向に子どもを導く

ことができるような体制をしっかりと整

えて、さらに尽力をしていただいて構築

していただきたいと思っております。

　先ほども各委員の方からもご質問等で

ありましたけれども、インフルエンザ対

策ですね、今回、私の方もお電話を何件

もちょうだいをいたしまして、「きょう

学校はどうなるんですか」と、「吹田市

の方を確認をしましたら、朝一番、６時

に電話したら、きょうは休校です」とい

う対応が即刻、返事が返りましたという

ことでね、対策がとられていましたが、

摂津はどうなんですかということで、わ

からないというようなご質問がたくさん

ありました。

　そういったことに対しましても、今、

藤浦委員の方からも提案もありましたよ
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うに、ＰＴＡで自主的にされている緊急

連絡網なんかの状況も踏まえてですね、

先ほど「ホームページで知ったという方

もいらっしゃった」というご答弁があり

ましたけれども、パソコンを持っていらっ

しゃらない方も現実にはおられるわけで

すね。ですから、ホームページに載せて

いるからというのではなくて、やはり今、

やるとすれば、どなたでも大半の人が持っ

ておられるというものを考えていただい

て、例えば携帯メールなんかも活用して、

大抵の方は携帯を持っておられますので、

保護者の皆さんに対しては、この携帯メー

ルなんかも登録をしていただいて、しっ

かり、その体制を整備してですね、いち

早く一斉発信ができるような方法も早急

に、この素早い情報公開という、情報提

供ということも勘案していただいて、早

急に、これは体制を整えていただきたい

と、このように思います。

　全体を通しまして、やはり摂津市教育

委員会としては、しっかりと上を目指し

て、また、新しいものを目指してと、頑

張ってお取り組みをしていただいている

と思いますけれども、学校の、やはり環

境整備、教育環境の整備というものにしっ

かりと、これからも力を注いでいただい

て、子どもたちが本当に行きたくてたま

らない学校現場の構築に、さらに努めて

いただきますようお願いを申し上げて、

要望とし、終わります。

○柴田繁勝委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午前１１時４０分　休憩）

（午前１１時４２分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　討論なしと認め、採

決をします。

　議案第３６号、所管分について可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午前１１時４３分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長 柴 田 繁 勝

文教常任委員  安 藤 　 薫
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